
日米地位協定

第五条

１ 合衆国及び合衆国以外の国の船舶及び航空機で、合衆国によつて、合衆国のために又は合衆
国の管理の下に公の目的で運航されるものは、入港料又は着陸料を課されないで日本国の港又は
飛行場に出入することができる。この協定による免除を与えられない貨物又は旅客がそれらの船
舶又は航空機で運送されるときは、日本国の当局にその旨の通告を与えなければならず、その貨
物又は旅客の日本国への入国及び同国からの出国は、日本国の法令による。

２ １に掲げる船舶及び航空機、合衆国政府所有の車両（機甲車両を含む ）並びに合衆国軍隊。
の構成員及び軍属並びにそれらの家族は、合衆国軍隊が使用している施設及び区域に出入し、こ
れらのものの間を移動し、及びこれらのものと日本国の港又は飛行場との間を移動することがで
きる。合衆国の軍用車両の施設及び区域への出入並びにこれらのものの間の移動には、道路使用
料その他の課徴金を課さない。

３ １に掲げる船舶が日本国の港に入る場合には、通常の状態においては、日本国の当局に適当
な通告をしなければならない。その船舶は、強制水先を免除される。もつとも、水先人を使用し
たときは、応当する料率で水先料を支払わなければならない。

第五条に関する合意議事録▲
第五条に関連する日米合同委員会合意▲

港湾施設使用（ 年 月）▲ 53 3

米軍の火薬類運搬上の処置（ 年 月 年 月（改正 ）▲ 60 12 80 8、 ）
修理保全のための第三国機の入国手続（ 年 月）▲ 60 9

在日米軍による低空飛行訓練について（ 年 月）▲ 99 1
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